
龍ケ崎市告示第１０２号 

 令和８年度龍ケ崎市交通事業者物価高騰対策支援事業費補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和８年４月２０日 

龍ケ崎市長 萩 原  勇       

 

   令和８年度龍ケ崎市交通事業者物価高騰対策支援事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、エネルギー価格をはじめとした物価高騰による影響の緩和を図り、本市における地域公共交通の現在及び将来にわたる安定的

な運行並びに市民の日常的な移動手段を確保するため、バス事業者、タクシー事業者等に対し予算の範囲内において龍ケ崎市交通事業者物価高騰

対策支援事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、龍ケ崎市補助金等交付規則（平成１５年龍ケ崎市規則第１７号）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。   

 ⑴ 路線バス事業者 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行

う者をいう。 

 ⑵ 貸切バス事業者 法第３条第１号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者をいう。 

 ⑶ タクシー事業者 法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業（以下「一般乗用旅客自動車運送事業」という。）を行う者をい

う。 

 ⑷ 鉄道事業者 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項に規定する鉄道事業を行う者をいう。 

（補助対象事業者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象事業者」という。）は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 市域内を運行するバス路線（コミュニティバスを除く。）を有する路線バス事業者（以下「対象路線バス事業者」という。） 

 ⑵ 市内に営業所を置く貸切バス事業者（以下「対象貸切バス事業者」という。） 

 ⑶ 市内に営業所を置くタクシー事業者（以下「対象タクシー事業者」という。） 

 ⑷ 市内で完結する鉄道路線を運行する鉄道事業者（以下「対象鉄道事業者」という。） 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、地域公共交通の現在及び将来にわたる安定的な運行並びに市民の日常

的な移動手段の確保に資すると認められる経費とする。 



２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。 

 ⑴ 租税公課 

 ⑵ 消費税及び地方消費税 

 ⑶ 国、県、他の市町村その他団体から補助金又は助成金を受ける経費 

 ⑷ その他市長が不適当と認める経費 

 （補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、次の各号に掲げる補助対象事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。 

 ⑴ 対象路線バス事業者 市域内を運行し、かつ、市域内で乗降ができるバス路線の数に５０万円を乗じて得た額 

 ⑵ 対象貸切バス事業者 １事業者当たり５０万円 

 ⑶ 対象タクシー事業者 令和８年４月１日時点における当該営業所で所有する車両（一般乗用旅客自動車運送事業に用いる車両に限る。）数に

５万円を乗じて得た額 

 ⑷ 対象鉄道事業者 １事業者当たり５００万円 

２ 補助金の交付は、前項の補助対象事業者の区分ごとに、同一事業者に対して１回に限る。 

 （補助金の交付の申請） 

第６条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、令和８年度龍ケ崎市交通事業者物価高騰対策支援事業費補助金交付申請書（様

式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 事業計画書（様式第２号） 

 ⑵ その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付の決定） 

第７条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、令和

８年度龍ケ崎市交通事業者物価高騰対策支援事業費補助金交付決定通知書（様式第３号）により補助対象事業者に通知するものとする。この場合

において、市長は、必要に応じて条件を付すことができるものとする。 

 （補助金の請求） 

第８条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の支払を受けようとするときは、令和８年度龍

ケ崎市交通事業者物価高騰対策支援事業費補助金請求書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その日から１月を経過した日又は令和９年２月１日のうちいずれか早い日までに、令和８

年度龍ケ崎市交通事業者物価高騰対策支援事業費補助金実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 



 ⑴ 事業実績内訳表（様式第６号） 

 ⑵ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、令和８年度龍ケ崎市交通事業

者物価高騰対策支援事業費補助金額確定通知書（様式第７号）により補助事業者に通知するものとする。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助

金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 ⑴ この要綱の規定に違反した場合 

 ⑵ 虚偽の申請により補助金の交付を受けた場合 

 ⑶ 補助金の交付の決定の条件に違反した場合 

（補助金の経理等） 

第12条 補助事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後５年間保存しておかなければ

ならない。 

（補則） 

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

 （失効後の経過措置） 

３ この告示の失効の日以前に補助金の交付の決定を受けた者に係る第１１条及び第１２条の規定は、同日後もなおその効力を有する。 


